
四街道市 野田市

鎌ヶ谷市 浦安市 印西市 習志野市 市原市

柏市 佐倉市 松戸市

船橋市 流山市 八千代市 我孫子市

○禁止行為（直ちに過料2,000円）
・取締り地区内の屋外の公共の場所
　での路上喫煙
・市内全域の屋外の公共の場所での
　ポイ捨て

市によって記載内容が異なりますので、裏面をご覧ください。
（下記は、路面標示等を貼付している自治体のみ掲載しています。）

※取締り地区はＪＲ千葉駅東口・
　ＪＲ稲毛駅・ＪＲ海浜幕張駅・
　ＪＲ蘇我駅の周辺

【担当：廃棄物対策課】
http://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/
haikibutsu/rojoukituenpoisue-boushi.html

【期間：令和元年１０月１５日（火）～３１日（木）】

◎路上喫煙による火傷、吸い殻や空き缶等のポイ捨てを防ぐために、

各市が条例を制定し、より良い生活環境の実現を目指しています。

市川市

近隣１７市喫煙マナー向上ポイ捨て防止合同キャンペーン

千葉市



市川市 船橋市 流山市 八千代市

【担当：市民安全課マナー条例グ
ループ】
http://www.city.ichikawa.lg.jp/ca
tpage/cat_00000394.html

【担当：クリーン推進課】
http://www.city.funabashi.lg.jp/m
achi/kankyou/003/p001507.ht
ml

【担当：環境政策課】
http://www.city.nagareyama.chiba
.jp/life/1002584/1002623/10
02643.html

【担当：危機管理課】
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/
120500/page000001.html

○禁止行為

・路上禁煙・美化推進地区の道路上
　喫煙、ポイ捨て、犬のふんの放置
⇒違反者には2,000円の過料が科
されます

・市内全域の公共の場所
　歩行喫煙、ポイ捨て、犬のふんの
放置、印刷物の散乱放置
⇒違反者は指導の対象となります

○禁止行為

ＪＲ船橋駅、ＪＲ西船橋駅及びＪＲ
津田沼駅北口周辺の路上喫煙・ポイ
捨て禁止の重点区域内での

・路上喫煙
・ポイ捨て

※勧告に従わない違反者には、
2,000円の過料が科されます

○禁止行為（２，０００円の過料処
分の対象）
・路上喫煙防止重点区域内の路上喫煙
・ポイ捨て

・公共施設等における犬のふんの放置

○禁止行為（指導、勧告の対象）
・歩行喫煙、携帯灰皿を使用しない喫煙

※路上喫煙防止重点区域は南流山駅、流
山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅、流山おおたかの森駅、
初石駅、江戸川台駅、運河駅（東口）の

周辺

○禁止行為

・禁止区域内での路上喫煙
⇒違反者には2,000円の過料が科
されます

※禁止区域は八千代緑が丘駅、勝田
台駅、八千代中央駅、八千代台駅周
辺

【担当：クリーンセンター】
http://www.city.abiko.chiba.jp/an
shin/kankyo_kougai/kanjobika_ho
zen/kinenjyutenkuiki.html

【担当：クリーン推進課】
http://www.city.kamagaya.chib
a.jp/kakuka/cleansuishin/clean
suishin.htm

【担当：環境衛生課】
http://www.city.urayasu.lg.jp/tod
okede/kankyo/kankyo/bika/100
0670.html

【担当：クリーン推進課】
http://www.city.inzai.lg.jp
/0000001645.html

【担当：市民安全課】
https://www.city.matsudo.chiba.jp
/kurashi/anzen_anshin/bouhan/a
nzen_machidukuri/ankaijyourei.ht
ml

【担当：環境政策課】
http://www.city.yotsukaido.chiba.
jp/kurashi/kankyo/kankyohozen
/matikire.html

【担当：環境保全課】
http://www.city.noda.chiba.jp/ku
rashi/kankyo/gomi/1005710.ht
ml

【担当：環境課】
http://www.city.shiroi.chiba.jp/sh
isei/jorei/j01/1421286811219
.html

習志野市 市原市 柏市 佐倉市

○市民等の責務としての禁止行為

　
・市内全域の公共の場での歩行喫煙

・吸い殻又は空き缶等をみだりに捨
てること

・飼い犬及び飼い猫のふんの放置

○市原市ポイ捨て行為の防止に関す
る条例

・環境美化重点区域…JR五井・八
幡宿・姉ヶ崎各駅周辺、国道16号

・禁止行為･･･空き缶、ペットボト
ル、たばこの吸い殻等を回収容器・
ごみ箱・吸い殻入れ等以外に捨てる
行為、飼い犬のふんを放置する行為

・屋外で喫煙する場合は吸い殻入れ
を携帯し、移動しながらの喫煙はし
ないこと。

　　　　市　 内 　全　 域
　　　歩きタバコ・ぽい捨て
　　　　　禁 　　　 止

※柏駅周辺の禁煙等強化区域内で
は、路上喫煙・ぽい捨てに対し、
２，０００円の過料が科されます。

・喫煙禁止区域内において喫煙して
はならない。

※喫煙禁止区域は、ＪＲ佐倉駅・京
成佐倉駅・京成臼井駅・京成ユーカ
リが丘駅・京成志津駅の各駅周辺

・公共の場所その他他人が管理する
場所にごみを投棄、または放置して
はならない。

○禁煙重点地区《違反者には２万円
以下（当面２千円）の過料》

　道路など公共の場所での喫煙禁止

○禁煙重点地区以外

　他の通行の妨げにならない場所に
停止し、携帯用灰皿を使用し喫煙す
る場合を除く。
　空き缶類、吸い殻類及び釣り具の
散乱防止。飼い犬のふん害防止

○禁止行為（過料なし）
・推進地区内（新鎌ケ谷駅周辺）
　　路上喫煙ポイ捨て（ペットのふ
ん含む）
・市内全域：ポイ捨て（ペットのふ
ん含む）
（推進地区案内図）
http://www.city.kamagaya.chib
a.jp/kakuka/cleansuishin/pdf/
h250826shinkama-
kitsuen_poisuteboushi-
kuikizu.pdf

○禁止行為（過料なし）

・空き缶等又は、吸い殻等をみだり
　に捨てること。

・飼い犬のふんを放置すること。

　※特に市内2駅（浦安駅、新浦安
駅）周辺を空き缶等及び吸い殻等散
乱防止重点地区と指定し、助言又は
指導（歩きたばこを含む）を行う。

○禁止行為

・市内全域の公共の場での歩行喫
煙、空き缶等のポイ捨て、飼い犬等
のふんの放置

・千葉ニュータウン中央駅周辺重点
区域内での違反者には2,000円の
過料が科されます

　

我孫子市 鎌ヶ谷市 浦安市 印西市

【担当：クリーン推進課】
https://www.city.narashino.lg.jp/
joho/soshikitogyoumu/cleancent
er/clean/index.html

【担当：不法投棄対策・残土指導課】
http://www.city.ichihara.chiba.jp/kura
shi/kankyoryokuka/kankyo/torikumi
/poi.html

【担当：環境サービス課】
http://www.city.kashiwa.lg.jp/sos
hiki/080300/p005077.html

【担当：生活環境課】
http://www.city.sakura.lg.jp/000
0004275.html

〇禁止行為

・重点推進地区内の公共の場所での
喫煙・ポイ捨ては2,000円の過料
が徴収されます

※重点推進地区は松戸駅・新松戸
駅・八柱駅・東松戸駅・北松戸駅・
馬橋駅・北小金駅の周辺

※市長が指定した場所においての喫
煙は除く

○禁止行為

・路上喫煙制限地区内での市が指定
した喫煙場所以外での路上喫煙及び
市内全域にわたりポイ捨てを禁止

※路上喫煙制限地区は、ＪＲ四街道
駅南口及び北口広場

○禁止行為

・市内全域の公共の場での路上喫
煙、空き缶等のポイ捨て、飼い犬等
のふん等の放置、落書き、設置権限
のない置き看板等の放置

※重点区域内で勧告に従わない違反
者には、２，０００円の過料が科さ
れます

○禁止行為（過料なし）

・市民等は、公共の場所等に空き缶
等及び吸い殻等をみだりに捨てては
ならない。

・飼い主は、公共の場所等に飼い犬
のふんを放置してはならない。

・市民等は、落書きを行ってはなら
ない。

松戸市 四街道市 野田市 白井市

各 市 の 規 制 内 容


